
令和６年度改定内容
（認知症対応型共同生活介護）

鳥取市福祉部

地域福祉課

指導監査室
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★・・・鳥取市による赤字追記あり
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下記のとおり「往診の機会を捉えた定期的な会議」の要件を満たせば、別に「定期的な会議」を設定しなくてもよ
いこととする。
「往診の機会を捉えた定期的な会議」の運用について
（１）要件
①高齢者施設等と協力医療機関との実効性のある連携体制を構築する観点から、入居者の急変時等に備えた関係者
間の平時からの連携を強化するため、”入居者の病歴等の情報共有や急変時等における対応の確認等”を行っている
こと。
②実施日時、会議の出席者名（医師等及び施設側の出席者名）、内容を記録すること。また、病状の共有だけでな
く、”急変時の対応などの確認”もしていることが分かる記録とすること。
③会議はコミュニケーションをとれる状態であること。【留意事項通知⑤参考】
④介護施設側の担当者は、「入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等
における当該協力医療機関との対応を確認できる者」とすること。【R6介護報酬改定QA１の問127参考】

「定期的な会議」について
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